長官交渉の宿題について

1． 日時　2月16日11時10分から11時40分
2． 場所　人事課ヒアリング室
3． 当局側　人事課長、人事企画官、職員係長
組合側　部門委員長
4． 説明概要
　2月7日の長官交渉で当局からの回答が不十分な点、補足する点があるので説明する。非常勤職員が3年を経過する際公募をしなければならない点については、人事課が調査をしたところ、一部配慮に欠けていることがわかったので、あらためて丁寧に当該職員を含めて各管区気象台に説明するように指示した。
　中部航空地方気象台の作業が現地の職員に対して周知不足があった件については、組合から台長に申し入れがあり、謝罪をして現在は工程表を明示して作業がわかるようにしている。
5． 若干のやりとり
組合：非常勤の公募については、交渉の場でも話したように、気象庁では最近採用されはじめたこともあり、職員の理解が正確でないこともある。公募＝クビになると感じている人もいるので、丁寧に説明してほしいことをあらためて要求しておく。
当局：もともと非常勤職員のなかには、面接に対して悪いイメージを持っている人もいると聞いている。ご指摘のように、丁寧に説明したい。個別の問題については、相談していただきたい。
組合：個々の問題について、一部の官署から聞いているので、相談することにする。
あらためて確認をするが、気象庁においては3年目の公募をして継続雇用された場合、雇用の継続を希望する非常勤職員に対して、さらに2年は更新をして、6年目に公募するということで間違いないか。
当局：その通りの運用をする。
組合：中部航空については、風通しが悪い印象がある。少なくとも現業室に分からない人がうろうろするのは、問題と思う。
当局：今後はそのようなことがないようにする。
